
軌条と路面両用車両 ; 異種の媒体内または媒体上を移動可能な車両 , 例 . 水陸両用車両 ... B60F

B60F 軌条と路面両用車両 ; 異種の媒体内
または媒体上を移動可能な車両 , 例 .
水陸両用車両（空気クッション車両
B60V）　

  1/00 軌条と路面両用車両 ; その転換装置　
  1/02 ･同軸上に軌条用と路面用車輪をもつも

の　
  1/04 ･異なる軸に軌条用と路面用車輪をもつ

もの　
  3/00 水陸両用車両 , すなわち地上と水上を走

行できる車両 ; 水中を走行できる陸上車
両（浮揚車輪 B60B）　

                       A 車輪を有するもの　
                       B 無限軌道を有するもの　
                       C スパイラル推進器を有するもの　
                       D 水陸両用自転車　
                       Z その他のもの　
  5/00 異種の媒体内または媒体上を走行できる

他の車両（どちらかを使用できる滑走部
と車輪とをもつ車両 B62B13/18; 飛行艇
または水上機 B64C35/00）　

  5/02 ･航空機に転換できるもの　
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